
秋田市推進本部規則を廃止する規則をここに公布する。

令和８年３月19日

秋田市長 沼 谷 純

秋田市規則第25号

秋田市推進本部規則を廃止する規則

秋田市推進本部規則（令和３年秋田市規則第13号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。

（秋田市職員安全衛生管理規則の一部改正）

２ 秋田市職員安全衛生管理規則（昭和63年秋田市規則第20号）の一部を

次のように改正する。

第２条第２号中「、秋田市推進本部規則（令和３年秋田市規則第13

号）第３条第１項に規定する本部長」を削る。


